就　　業　　規　　則
第1章　　　総　　　則
（目的）
第　１　条　この就業規則は有限会社　野いちご（以下「会社」という）の企業目的を達成するため、会社と社員とが相互信頼の上に立ち、社員の福祉の向上と社業の発展を目的として制定するものです。社員は、会社の方針を尊重してこの規定を遵守し、業務に専念して社業の発展のために務めなければなりません。
（遵守の義務）
第　２　条　会社および社員はこの規則（付属規定を含む）を遵守し、その職務を誠実に遂行しなければなりません。
（社員の定議）
第　３　条　従業員の種類は次のとおりとする。
（1） 正社員
就業規則の採用選考規定に定める採用に関する手続きを経て、期間の定めなく正社員として採用される者をいいます。
（2） 短時間正社員
就業規則の採用選考規定に定める採用に関する手続きを経て、期間の定めなく短期正社員として採用される者をいいます。短期正社員の就業時間は、週３２時間とする。
（3） 無期契約社員
就業規則の採用選考規定に定める採用に関する手続きを経て、雇用期間を定めず、週の所定労働日数または１日の勤務時間が正社員の基準と同等又は正社員の基準に満たない者をいいます。
（4） 契約社員
中途採用される社員で、雇用期間を３年以内と定めて、かつ１日の勤務時間が正社員と同じに雇用される者をいいます。
（5） パートタイム
雇用期間を３年以内と定めて雇用される者で、週の所定労働日数または１日の勤務時間が正社員の基準に満たない者をいいます。
（適用範囲）
第　４　条　この規定は、前条の規定する正社員、短期正社員、契約社員、無期契約社員（以下「社員」という）に適用します。ただし、労働基準法第４１条に規定する監督若しくは管理の地位にある者については「労働時間、休憩および休日に関する規定」を適用しません。
　　　　２．パートタイム、試用中の者等社員に準ずる者に関しては、個別に定める雇用契約書のほか、この規則の特別有給休暇以外を適用します。

第２章　　　人　　　事
（採用）
第　５　条　会社は入社を希望する者のうち、次の書類を提出し、書類審査、面接試験、その他一定の会社が必要とする選考審査に合格した者を採用します。選考に際して学歴、経験、健康等およびその他の事項について不正な申告をした場合には採用決定後であってもその採用を取り消すことがあります。
（1） 履歴書（提出前３か月以内の写真貼付に限る）
（2） 新規卒業者は、最終学校の卒業（または卒業見込）証明書及び成績証明書
（3） 職務経歴書（中途採用者のみ）
（4） その他会社が指定した書類
（試用期間）
第　６　条　新規採用者は、採用の日から６ヶ月間を試用期間とする。但し試用期間は状況により短縮又は設けないことができる。
　　　　２　前項の試用期間は、会社が必要と認めた場合は、３ヶ月間の範囲で期間を定め更に延長することができる。この場合、２週間前に本人に通知する。
　　　　３　試用期間は勤務年数に通算する。
　　　　４　試用期間中の者が次の各号のいずれかに該当するときは解雇する。ただし、１４日を超える試用期間中の者を解雇する時は、就業規則の解雇予告規定の手続きに従い解雇する。
（1） 正当な理由なく遅刻、欠勤したとき。
（2） 正当な理由なく無断欠勤したとき。
（3） 正当な理由なく上司の指示に従わなかったとき。
（4） 就業時間中、業務に専念せず、職場を離れたり、私的な行為を行ったとき。
（5） 必要な業務を取得する能力・技術が劣ると会社が判断したとき。
（6） 会社への提出書類、面接時に述べた内容が事実と著しく異なることが判明したとき。または、業務遂行に支障となる恐れのある既往症を隠し、それが発覚したとき。
（7） 服務規律の各規定に違反した場合
（8） その他、前各号に準ずる程度の事由があるとき。


（採用決定者の提出書類）
第　７　条　社員として採用された者は、次の各号に掲げる書類をすみやかに提出しなければならない。
（1） 雇用契約書
（2） 履歴書（写真添付）
（3） 雇用保険被保険者証（取得者のみ）
（4） 源泉徴収票（本年中に給与所得があった者に限る）
（5） 給与所得の扶養控除等申告書
（6） 各種免許証などの資格証明書（会社の請求があった場合）
（7） 健康診断書（３カ月以内のもの）
（8） その他会社が必要とする書類
　　　　　２　前項の書類を正当な理由なく期限まで提出しなかった場合は、採用を取り消すことがある。
３　前項の提出書類の記載事項に変更を生じた場合は、その都度届け出なければならない。
（異動）
第　８　条　会社は、業務上必要がある場合、社員に配置転換、勤務場所の変更及び役職の任免、出向等の人事異動を命じる。業務上の必要がある場合とは、次に掲げる事項をいう。
（1） 組織の変更、事業所の新設、廃止又は縮小その他これに準ずる事由がある場合
（2） 人材育成の必要がある場合
（3） 社員が配置換えを希望し、会社が認めた場合
（4） 社内異動
（5） その他、業務上の必要がある場合
前項の場合、正当な理由なくして拒むことはできない。










第３章　　　休　　　職
（休職）
第　９　条　社員が次の場合に該当したときは、休職とする。
（1） 業務外の事故により負傷し又は疾病による欠勤１ヶ月以上に及び、なお治癒しないか、又は長期療養を要すると認められる場合。
（2） 本人の能力、若しくは精神疾患、アルコール中毒、薬物中毒により、勤務に支障ありと認められる場合。
（3） 刑事事件により起訴された場合。
（4） その他会社が認めた場合。
　　　　２　前項の（１）または（２）による欠勤者が出勤し、再び、同一又は類似の理由により欠勤した場合で、その出勤日が１５日に達しないとき傷病名が異なっても前後の欠勤は継続するものとする。
　　　　３　休職開始の時期は、次の通りとする。
1 傷病休職・自己都合休職―欠勤期間が１ヶ月を超えた日。この欠勤期間には、本人が取得を申し出た有休休暇の日数を含むこととします。
2 その他の休職―会社が指定する日
（休職期間）
第１０　条　前条の（１）、（２）及び（４）の規定による休職期間は、３ヵ月を超えない範囲内においてそれぞれの事情に応じてその都度定める。
　　　　２　前条の（３）の規定による休職期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
（休職期間の取り扱い）
第１１　条　休職期間については、賃金を支給せず、勤続年数にも通算しない。
　　　　　　ただし、休職事由が前条３及び会社都合による場合は、平均賃金の６０％を支給すると共に、勤続年数にも通算する。
　　　　２　社会保険料、その他社員が負担すべき項目がある場合は、毎月末日までに会社に支払うものとする。
（復職）
第１２　条　休職期間満了以内において、休職の事由が消滅したときは復職させる場合があります。但し休職期間が満了しても、休職の事由が引き続き存するときは、自然退職とする。


第４章　　　退職・定年・解雇
（定年）
第１３　条　定年は６５歳の誕生日の年度末（３月３１日）とし、自然退職とする。
（退職）
第１４　条　社員が退職しようとするときには、原則１ヶ月前に本人より申し出て、理由を記載した書面をもって届け出なければならない。但し、自然退職の場合を除く。
（解雇）
第１５　条　社員が次の各号に該当する場合は、これを解雇する。
（1） 精神又は身体の障害により業務に耐えられない場合。
（2） 勤務成績又は技能が不良で社員としての適格性を欠く場合。
（3） 経歴を偽り、その他不正手段によって採用された場合。
（4） 無給休暇が満了した場合。
（5） 休職期間が満了した場合。
（6） 試用期間中に会社が不適当と認めたとき
（7） 就業規則の懲戒事由等に該当する事実があったと認められるとき
（8） その他、会社の運営上又は業務上やむを得ない事由がある場合。
（解雇予告）
第１６　条　前条の規定により解雇する場合は３０日前に予告するか又は３０日分の平均賃金を支給する。
　　　　　２　前項の予告日数は、予告手当を支払った日数分だけ短縮することができる。
　　　　　但し、天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となり廃止する場合、または社員の責に帰する事由に基づき解雇する場合はこの限りでない。
（退職後の責任・証明）
第１７　条　社員は退職後も、在職中に知り得た会社の機密を漏らしてはならない。
２　職務上で知り得た業務上の機密を外部に漏らし、会社に損害を与えた者には、その損害の程度に応じて損害賠償を請求します。
　　　　　３　会社は、退職又は解雇された者が、退職時の証明書の交付を請求した場合は、速やかにこれを交付する。
　　　　　４　前項の証明事項は、使用期間、業務の種類、会社における地位、賃金及び退職・解雇の理由とし、本人からの請求事項のみを証明する。
　　　　　５　社員が解雇された日から退職の日まで、解雇の事由の証明を請求した場合は、これを速やかに交付する。
第５章　　　服　務　規　律
（服務の基本原則）
第１８　条　社員は会社の使命達成のため誠実に勤務し、且つ職務の円滑な遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
（法令等の遵守）
第１９　条　社員は、その職務の遂行に際しては、法令及び会社諸規則を遵守するとともに上司の職務上の指示に従うとともに、進んで勤務改善、進歩に努めなければならない。
（服務心得）
第２０　条　社員は、常に次の各号に留意して服務に従事しなければならない。各号の一に反した場合は就業規則の制裁の種類規定並びに懲戒事由と適用規定を適用することがあります。
（1） 遵守事項
・自己の職務は正確かつ迅速に処理し、常にその能率化を図るよう努力しなければなりません。
・来客者に気持ちのよい会釈・挨拶をし、明るく接しなければなりません。
・職場の整理整頓に努め、常に清潔に保たなければなりません。
・常に品位を保ち、会社の名誉を傷つけたり、会社に不利益を与えたりする言動は一切行ってはなりません。
・業務上の失敗、ミス、クレームは隠さず、事実を速やかに所属長に報告しなければなりません。
・勤務時間中は、定められた業務に専念し、所属長の許可なく職場を離れ、または他の者の業務を妨げるなど、職場の風紀・秩序を乱してはなりません。
（2） 誠実義務違反・反社会的・迷惑・不正行為等の禁止
・会社の命令および規則に違反し、また所属長に反抗し、その義務上の指示および計画を無視してはなりません。
・職務の権限を越えて専断的なことをしてはなりません。
・他の従業員をそそのかして、この規則に反するような行為、秩序を乱すような行為をしてはなりません。
・会社内において、人をののしり、または暴行を加えてはなりません。
・会社内外を問わず、噂話・悪口・侮辱・勧誘その他、他人に迷惑になる行為をしてはなりません。
・会社内外を問わず、ケンカ・暴力・脅迫等の行為をしてはなりません。
・会社の経費等の社金、公金の着服または流用、請求書あるいは領収書の偽造を行ってはなりません。
・他の従業員と金銭貸借をしてはなりません。
・出勤に関する記録の不正をしてはなりません。
・住所、家庭関係、経歴その他の会社に申告すべき事項及び各種届出事項について虚偽の申告を行ってはなりません。
・職場において性的言動を行い、それに対し従業員の対応により、当該従業員に対しその労働条件に不利益を与え、または当該従業員の就業環境を害してはいけません。
・自動車を運転するものは、運転免許証を提示しなければなりません。交通違反等で免許停止中などの者は運転をしてはなりません。
・自動車を運転する者は、業務上外を問わず飲酒をして運転をしてはなりません。
・ハンズフリー機能によるものを除き、運転中に携帯電話で操作してはなりません。
・道路交通法を順守して運行しなければなりません。
・職務上の地位や職権を乱用したパワーハラスメント行為を行ってはなりません。
・金券ショップなど定価より安価な切符などを購入し、正規の料金を会社に請求することにより差額を自己のものとする行為をしてはいけません。
（3） 私的行為の禁止
・業務中はもちろん、休憩中であっても会社内においてインターネットにて業務に関係のないWEBサイト等を閲覧してはなりません。
・会社の許可なくフリーソフト等をダウンロードまたはインストールしてはなりません。
・業務中に携帯電話を私用で使ってはなりません。
・勤務時間中は、職務に専念し、みだりに職場を離れたり私事の用務を行ったりしてはなりません。
・許可なく会社の電話等の設備を私用に使ってはなりません。
・会社の施設、車両、事務機器、販売商品を無断で使用し、または私事に私用するため持ち出してはなりません。
（4） その他禁止行為
・社名及び職名を濫用してはなりません。
・会社の許可なく会社内及び取引先において、集会、文書掲示または配布、宗教活動、政治活動、私的な販売活動など、業務に関係のない活動を行ってはなりません。また、就業時間外および事業場外においても社員の地位を利用して他の従業員に対しそれら活動を行ってはなりません。
・所定場所以外で喫煙し、電熱器もしくはコンロ等の火気を許可なく私用してはなりません。
・火器、凶器その他業務上必要でない危険物を所持または使用してはなりません。
・会社内及び取引先に日常携帯品以外の私品を持ち込んではなりません。
・衛生上有害と認められるものを業務場内に持ち込んではなりません。
・会社の許可なく、副業をしてはなりません。
・従業員を他の会社に斡旋してはなりません。
（5） 物品等取扱い
・業務で使用する車両の運転は常に慎重に行い、安全運転を心がけなければなりません。
・会社の車両、機械、器具その他の備品を大切にし、消耗品や水道光熱費の節約に努め、書類等は丁寧に扱い、厳重に管理しなければなりません。
（6） 服装・身だしなみ関係
・服装などの身だしなみについては、常に清潔に保つことを基本とし、他人に不快感や違和感を与えないように心がけなければなりません。また、服装を正しくし、作業の安全や清潔感に留意した頭髪、身だしなみをしなければなりません。
・会社指定の服装等の着用を義務付けられた者は、これを着用しなければなりません。
・刺青を彫り、またはタトゥーを入れてはなりません。
・就業中のピアス、イヤリング、結婚指輪以外の指輪等、業務に直接関係のない装飾品を身につけてはいけません。
・ネイルアートをしてはなりません。
・髭については、会社に申請し、認められた範囲について許可をします。
・就業中は、職務に相応しい服装をし、必要と認める場合は会社の指示に従わなければなりません。なお、就業中の毛髪の過度な茶髪・金髪等の染色をしてはいけません。
（7） 届出・報告・承認事項
・職務遂行にあたっては、報告・連絡・相談の三原則を守らなければなりません。
・自己の行為により、会社の施設、その他電子機器等を損傷し、もしくは他人に損害を与えたときは速やかに会社へ届け出なければなりません。
・他の従業員の健康状態に支障が発生し、もしくはその恐れがあるときは速やかに会社に届け出なければなりません。
・就業時間中は所在を明らかにし、外出の場合は定時連絡を入れなければなりません。
・退社する際、業務上の引継ぎが必要であれば、必ず引継ぎをしなければなりません。
（8） 競業避止
・会社の許可なく、在職中に就業行為や、本人もしくは第三者の利益を目的とした行為を行ってはなりません。
・会社の許可なく、他の会社の役員に就任したり、従業員として雇用契約を結んだり、または営利を目的とする業務を行ってはなりません。
（9） 機密情報の保護
・会社の内外を問わず、在職中または退職後においても、会社ならびに取引先等の機密、機密性のある情報、個人情報、顧客情報、企画案、ノウハウ、データ、ID、パスワードおよび会社が不利益と判断する事項を第三者に開示、漏えい、提供をしてはなりません。また、これらの利用目的を逸脱して取扱い、または漏えいしてはなりません。
・個人でホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブック等を開設する場合は、情報漏えいに留意しなければなりません。また、業務時間中にツイートやフェイスブック等の更新をしてはなりません。
・会社の許可なく、個人所有のパソコンに業務に関連する情報を保有してはなりません。会社の許可を得て個人所有のパソコンで秘密情報の複製・謄写を行う場合でも、情報漏えいが起きる可能性のある環境（ファイル交換ソフト等）は一切排除してその操作を行なわなければなりません。
・会社の許可なく業務上守秘すべき情報および個人情報が入ったファイルを持ち帰ってはなりません。これは電子メールでの送受信も同様とします。
・会社の重要な機密文書、帳簿等を外部へ持ち出す際は施錠の出来るカバンを使用し、置き忘れや盗難が起こらぬよう十分に気をつけなければなりません。
・会社の許可なく、会社の関係者以外の者を事務室・作業室に入場させてはなりません。
・個人情報等を廃棄する場合は、会社が指定する方法で処分しなければなりません。
・機密上立ち入り禁止とされた場所に、会社の許可なく立ち入る等の行為をしてはなりません。
・会社の許可なく、会社外の者に会社施設内を縦覧させ、または会社の施設、機械、器具、書類等を撮影あるいは模写する等の行為をさせてはなりません。
（１０）その他、前各号に準ずる不適当な行為をしないこと。
（セクシャル・ハラスメントの防止）
第２１　条　従業員は、他の従業員等の権利及び尊厳を尊重し、次の各号に掲げる行為又は言動（以下「ハラスメント」とする。）を行ってはならない。また、ハラスメントに対する従業員等の対応により当該従業員等の労働条件につき不利益を与えることも禁止する。
（1） 職場における性的な言動に対する他の従業員の対応等により当該従業員の労働条件に関して不利益を与えること又は性的な言動により他の従業員の就業環境を害すること（いわゆる「セクシャルハラスメント」）。この場合において、相手の性的指向又は性自認の状況にかかわらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当する。また、本号における「他の従業員等」とは直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な言動により、就業環境を害されたすべての従業員等を含むものとする。
（2） 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為や言動を行うこと（いわゆる「パワーハラスメント」）。
（3） 職場において、上位の役職にある者・同僚が、男女従業員の妊娠・出産・育児、介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により従業員の就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性従業員の就業環境を害すること（いわゆる「マタニティハラスメント・ケアハラスメント」）。この場合において、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、本号のハラスメントには該当しない。
（4） 前三号のほか、職場内でのあらゆるいじめ行為及びこれらに該当すると疑われるような行為を行うこと。また、ハラスメントに対する従業員等の対応により当該従業員等の労働条件につき不利益を与えること。
２　従業員は、ハラスメントにより被害を受けた場合、又は被害を受けるおそれのある場合は、相談窓口（管理者）に対して相談及び苦情を申し立てることができる。これらの申し立てを受けた場合は、会社は、速やかにその旨の報告、事実関係の調査に着手するとともに、申立人が申し立て後もハラスメントによる被害をうけないように対処するものとする。
３　会社は、従業員がハラスメントに関し相談したこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、相談者及び情報提供者等に不利益な取り扱いをすることはない。




第６章　　　勤　　　務
（勤務時間）
第２２　条　社員は、シフトに応じて、１週４０時間の範囲においてそれぞれの事情に応じて定める。
　　　　２．各社員の勤務シフトと休日の割り振りは、管理者より毎起算日の前日までに決定して勤務シフト表を社員に通知します。
３．業務の都合その他やむを得ない事情により、所定労働時間の範囲内において始業・終業時刻及び休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある
４．研修により、所定労働時間の範囲内において始業・終業時刻及び休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある
５．労働時間とは、あくまで会社が具体的指示、命令、その他要求する業務に従事している時間を言います。会社の許可なく個人的判断で行っている任意の業務、または任意で行なう業務技術向上のための勉強や訓練などは、労働時間として認識しません。
６．妊産婦が請求した場合は、１日８時間、１週４０時間を超えて労働させることはありません。また、小学校就学前の子を養育する者、家族を介護する者で会社が認めた場合は、育児または介護に必要な時間を確保できるように配慮します。
７．高年齢における就業希望の多様化にそくし、５５歳以上の従業員の内、希望する者については、面談の上、本人の希望を聞き、隔日勤務や短時間労働、週４日以下の勤務等、本人の希望する労働体系を実施できるようにします。
　　また、この場合の給与について、月給制の従業員については、労働した日数に応じ日割りにより計算する。
（休憩時間）	
第２３　条　休憩時間は、勤務の途中に1時間を付与する。
（育児休業）
第２４　条　社員が育児休業を請求した場合には別の規程により定める。
２．育児時間は子が一歳に達するまで、就業規則２３条の休憩時間の外に１日につき２回、それぞれ３０分の育児時間を与える。その時間については無給にする。
（介護休業）
第２５　条　社員のうち必要のある者は、申し出をして介護休業、又は介護短時間勤務の適用を受ける場合は、別の規程により定める。
（休日）
第２６　条　社員の休日は、シフトにより決定する。
　　　　２　やむを得ない事由がある場合は、前項及び、前もって定められた非定例日の休日を１週間以内の他の日に振り替えることがある。なお、休日を振り替える場合は、前日までに対象者に対して、振替日を指定し通知する。
（時間外勤務及び休日勤務）
第２７　条　業務上特に必要のある場合は、第２２条、第２３条の規定に関わらず勤務時間外又は、休日に労働基準監督署長に届け出た協定の範囲内で勤務させることがある。社員は、正当な理由なく拒否してはなりません。
　　　　２　災害その他避けることのできない理由によって臨時の勤務の必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、その必要の限度において所定の勤務時間又は、休日に勤務を命ずる。
（代休）
第２８　条　休日に勤務させるときは、業務に支障のない限り３０日以内に代休日を与えることができる。ただし、請求された日が業務に支障がある場合は、他の日に変更することがある。
（時間外労働・休日労働許可）
第２９　条　時間外労働・休日労働・深夜労働を行う場合は、書面により、事前に所属長の許可を得ることとし、事前に所属長の許可のない時間外労働・休日労働・深夜労働は原則として認めません。
　　　　２．社員は事前に、勤務時間外若しくは休日出勤業務の内容、それを行う理由、対象となる予定時間、日にちなどを事前に所属長に連絡し、書面をもって承認を得てください。緊急などの理由で事前許可が得られない場合は、事後に直ちに承認を求めなければなりません。
（出張）
第３０　条　業務上必要ある場合は社員に対し出張を命じる。
（年次有給休暇）
第３１　条　年次有給休暇は、採用の日から６ヶ月間継続勤務し、その全労働日の８割以上出勤した者には、下記の日数を付与する。この場合において、週所定労働時間が３０時間未満であり、週所定労働日数が４日以下又は年間所定労働日数が２１６日以下の者に対する年次有給休暇の日数は、その者の所定労働日数に応じて比例した日数とする。尚、年次有休休暇の請求権の時効は、２年とする。
[image: ]

（年次有給休暇の請求手続き）
第３２　条　年次有給休暇を受けようとする場合は、１カ月前に書面をもって、所属長に届出なければならない。緊急又は特別の事由により予め届け出ることができなかった場合は、事後すみやかに届け出なければならない。
　　　　２　前項の場合において請求された時期に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運行に支障を生ずる場合には、その時期又は期間を変更させることができる。
　　　　3　前条の年次有給休暇が 10 日以上与えられた労働者に対しては、前項の規定にかかわらず、付与日から１年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち５日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が前1項又は前2項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を５日から控除するものとする。
（特別有給休暇）
第３３　条　社員は、第３１条の規定する年次有給休暇のほか、次の各号に掲げる特別有給休暇を受けることができる。ただし、休暇の日数に会社の休日は含まない。
　　　　　（１）本人が結婚するとき　　　　　　　　　　　　　　　３日
　　　　　（２）子が結婚するとき　　　　　　　　　　　　　　　　１日
　　　　　（３）配偶者、子、父母が死亡したとき　　　　　　　　　５日
　　　　　（４）祖父母、兄弟姉妹が死亡したとき　　　　　　　　　２日
　　　　　（５）配偶者の父母が死亡し、配偶者が喪主を務めるとき　３日
　　　　　（６）その他同居の親族又は３親等以内の
　　　　　　　　親族が死亡のとき　　　　　　　　　　　　　　　　２日
　　　　　（７）妊婦検診・入院付添・出産立合休暇（１妊娠につき）３日
２．特別有給休暇を受けようとする場合は、予め書面をもって届け出なければならない。
　　　　３．特別有給休暇は、以下の場合に請求権は消滅する。基準日は、次のとおりとする。
（１）事由が発生したときから６ヶ月を経過した場合
①結婚休暇　　　　結婚式、入籍の日
　　　　　　　　②忌引休暇　　　　死亡の日
　　　　　（２）事由が発生した日を経過した場合
　　　　　　　　①妊婦検診・入院付添・出産立合休暇　子の出産の日の翌日
（ボランティア休暇）
 第３５　条　ボランティア休暇を希望する者については、ボランティア休暇を付与する。
 　　　　　　ボランティア休暇の日数は、１年間につき３日を限度とし、特別休暇（無給）を取得することができる。
なお、この場合の１年間とは毎年９月１日から翌年の８月31日までの期間とする。
（産前産後休暇）
第３６　条　６週間以内（多胎妊娠の場合は１４週間以内。以下本項において同じ。）に出産予定の女性従業員が請求した場合には、産前６週間以内の休暇を与えるものとする。
２　産後は、本人の請求の有無にかかわらず、出産日から８週間の休暇を与えるものとする。ただし、産後６週間を経過し、本人から請求があった場合には、医師により支障がないと認められた業務につかせることができる。
３　産前産後の休暇の期間は無給とする。
（子の看護休暇制度）
第３７　条　小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするため、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるため、会社に申し出たときは、年次有給休暇とは別に、当該子が１人の場合は一年度につき５労働日、２人以上の場合は一年度につき１０労働日を限度として、子の看護休暇を与えるものとする。
　　　　２　賃金は無給とする。
（出勤）
第３８　条　社員は始業時刻までに出勤しなければならない。
（欠勤）
第３９　条　社員は、傷病欠勤７日間を超える場合は、医師の診断書を提出し、その欠勤が１ヶ月を超えるときは、１ヶ月毎に、これを更新すること。
　　　　　但し、やむを得ない事情により事前に届け出ることができなかった場合は事後速やかに届け出なければならない。
（遅刻早退等）
第４０　条　社員は病気その他やむを得ない事由で遅刻、早退、外出をする場合は予め所属長に届け出てその許可を受けなければならない。但し、やむを得ない事情により事前に届け出ることができなかった場合は、事後すみやかにとどけでなければならない。
２　欠勤・遅刻・早退・私用外出に対応する時間について賃金を支給しない。
この取り扱いは、「給与規定」による。
（勤務間インターバル）
第４１　条　いかなる場合も、労働者ごとに１日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、９時間の継続した休息時間を与える。
　　　　　　ただし、災害その他避けることができない場合は、その限りではない。
　　　　２　前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定開始時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業時間は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。

第７章　　　給　　　与
（給与）
第４２　条　社員の給与に関しては別に定める。
第８章　　安全及び衛生
（安全保持）
第４３　条　社員は就業に当たっては常に災害の未然防止に留意して職場の安全保持に努めなければならない。
（災害時の措置）
第４４　条　社員は災害の発生又はその危険を知った場合はその状況に応じ臨機の措置をとるとともに直ちに関係責任者に報告し、その指揮によって行動しなければならない。
（就業禁止）
第４５　条　社員が法定伝染病及び精神疾患その他これに類する病気にかかった場合、又はその疑いがある場合は、その者の就業を禁止することがある。
　　　　２　その他、前号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかったとき
（衛生管理）
第４６　条　社員は、施設内外の清潔に留意し、職場の換気、採光、保温及び防湿等の衛生管理の保持に努めなければならない。
（健康診断）
第４７　条　社員は施設の行う定期健康診断及び健康保持に必要な検査及び診断を受けなければならない。
　　　　２　前項の健康診断の結果、必要と求めた場合は、その症状に応じ適宜の処置を命ずることがある。　　　　
[bookmark: _Hlk52144311]３　会社は、所定労働時間が週平均２０時間以上の者（雇用保険対象者）かつ法定健康診断対象外の者（週の労働が３０時間以下の者に限る）に対して、次の健康診断を行う。
（1） 定期健康診断
　　　　４　前３項に係る会社負担費用は、下記とする。
（1） 定期健康診断　　　　…　全額会社負担

第９章　　　災　害　補　償
（療養保障）
第４８　条　社員が業務上の災害により負傷し、疾病にかかり、もしくは障害を負い、または死亡した場合は、労働基準法および労働者災害補償保険法の定めるところにより災害補償を行う。
　　　　２　社員が通勤により災害を被った場合は、労働者災害補償保険法の定めるところにより災害補償を行なう。
（休業補償及び障害補償の例外）
第４９　条　社員が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、休業補償又は障害補償を行わないことがある。
　　　　２　第９条の（１）及び（４）によって休職された時は、その期間が３ヵ月に達するまでは、本棒の１００分の６０を支給し４ヶ月間からは支給しない。
（打切補償）
第５０　条　第４８条の規定によって補償を受ける社員が、療養開始後３年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合においては、平均賃金の１２００日分の打ち切り補償を行い、その後はこの規則による補償は行わない。

第１０章　　　表彰及び制裁
第５１　条　社員が次の各号の一に該当する場合は詮議の上これを表彰する。
（1） 永年勤続しその勤務成績が優秀で他の模範たる者。
（2） 火災その他の災害を未然に防止し、又は災害発生に際して顕著な功績があった者。
（3） 業務上有益な研究、改善、又は工夫考案したもの。
（4） その他会社の維持運営上顕著な功績又は善行があったもの。
　　　　２　表彰は表彰状を授与し、副賞として賞品又は賞金を付して行う。

（制裁理由）
第５２　条　会社が次の各号の一に該当する場合においては制裁を行う。
（1） 第２条、第１８条、第１９条及び第２０条の規定に違反した場合。
（2） 第３３条及び第３６条の規定に違反し又は、正当な理由なく欠勤、遅刻、早退若しくは私用外出した場合。
（3） 故意又は重大な過失により会社に損害を与えた場合。
（4） 故意に業務の能率を阻害し、又は業務の遂行を妨げた場合。
（5） 業務上の怠慢又は指揮監督の不行届によって災害事故を起こした場合。
（6） 故意に正当な上司の命に従わなかった場合。
（7） 教陖、扇動により風紀秩序を乱した場合。
（8） その他会社の社員として相応しくない非行があった場合。
（制裁処分）
第５３　条　前項に規定による制裁は、その状況により次の区分に従い行う。
　　　　　（１）訓　告　　　　書面をもって当該事項を指摘し将来を戒める。
　　　　　（２）けん責　　　　始末書を取り、将来を戒めます。
　　　　　（３）減　給　　　　給与を一定期間減給する。
　　　　　　　　　　　　　　　但し、１回の額が平均賃金の１日分の半額以内、総
額が１ヶ月の賃金総額の１０分の１の範囲内で行う。
　　　　　（４）昇給停止　　　次期昇給を１年を超えない範囲において延期する。
　　　　　（５）停　職　　　　１日以上１０日以内の出勤を停止しその期間中は給与を支給しない。
　　　　　（６）懲戒解雇　　　予告期間を設けることなく、即時解雇する。この場合において、労働基準監督署の認定を受けたときは、予告手当も支給しない。　　　　　
（社員の弁償責任）
第５４　条　社員が故意又は重大な過失により会社に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を弁償させる。
第１１章　　　転換制度
（正規雇用への転換）
第５５　条　勤続年数６カ月以上の者で、本人が希望する場合には、正規雇用に転換させることがある。
　　　　２　正社員に転換できるかどうかは、面接試験を行い決定する。
　　　　３　結果については、本人に書面により通知する。
　　　　４　試験に合格した者は、通知の受けた日の属する月の翌１日から、辞令を交付して正社員に転換する。
　　　　５　年次有給休暇の勤続年数は、通算する。
（無期雇用への転換）
第５６　条　勤続年数６カ月以上かつ、平成25 年4 月1 日以降に締結された契約に係る期間が通算5 年以内の者で、本人が希望する場合には、無期雇用に転換させることがある。
　　　　２　無期雇用に転換できるかどうかは、面接試験を行い決定する。
　　　　３　結果については、本人に書面により通知する。
　　　　４　試験に合格した者の転換の時期は毎月１日とし、辞令を交付して無期雇用に転換する。
　　　　５　年次有給休暇の勤続年数は、通算する。　　　　

第１２章　　　教　　育
（教育）
第５７　条　会社は、正社員に対し、社員の知識の向上、あるいわ技能の練磨そのほかの社員の教養を高めるための教育と研修を所定時間内に１０時間以上行う。
　　　　２．所定時間外に教育または研修を行った場合は、所定外労働時間として扱うものとする。
　　　　３．研修の種類は、以下の通りとする。
　　　　（１）サービス提供責任者の場合…サービス提供責任者研修
　　　　４．研修等の費用は、会社が全額負担するものとする。
第１３章　　　テレワーク勤務
（テレワーク勤務）
第５８　条　会社は、従業員が必要に応じてテレワーク勤務する事を認める。テレワーク勤務とは、在宅を拠点に仕事をすることである。尚、下記項目以外は、通常の勤務と同様に就業規則に定めるものとする。
　　　　２．テレワーク勤務対象者は、在宅での業務処理が可能な従業員に限り許可する。また、テレワーク勤務者は、事前に管理者にテレワーク勤務する日を伝え許可を受けるものとする。尚、ケアマネについては、担当件数による。（２０件で週１日。３０件で週２日。）
　　　　３．Ｗｅｂ研修受講の場合には、在宅勤務を許可する。
　　　　４．在宅勤務に伴って発生する水道光熱費、インターネット利用料は在宅勤務者の負担とする。
　　　
第１４章　　　雑　　　則
（期間の計算）
第５９　条　第６条、第９条、第１０条、第１４条、第３９条、第４９条、及び第５３条の規定中、一定の日数、月数又は年数で示されているものについては、その日数、月数又は年数中に休暇を含むものとする。
（実施規定）
第６０　条　この規則に規定するものの他、実施の細部について必要な事項は代表取締役が定める。
（改正）
（第６１条）この規則を改正場合は、代表取締役が、内容を審議しなおかつ社員の過半数を代表する者の意見を参考にして行う。

付則　　１　この規則は平成26年4月1日から実施する。
　　　　２　この規則には、次の規則が付属する。
　　　　　　　・給与等支給規則
　　　　３　令和1年7月1日から全面改正実施（下記規定を就業規則に統一）
　　　　　　　・　契約社員就業規則、出向規定、慶弔見舞金規定、嘱託規定、
安全衛生規定、ハラスメント規定
４　令和元年11月1日から改正実施
・　就業規則　第６章　２２条（勤務時間）変更
・　就業規則　第６章　３９条（勤務間インターバル）追加
５　令和2年4月24日から改正実施
・　就業規則　第６章　３４条（コロナ特別休暇）追加
[bookmark: _Hlk52144557]６　令和2年10月1日から改正実施
・　就業規則　第　６章　３２条（年次有給休暇の請求手続き）変更
・　就業規則　第　８章　４６条（健康診断）変更
・　就業規則　第１２章　５６条（教育）変更
７　令和2年11月1日から改正実施
・　就業規則　第６章　３５条（ボランティア休暇）追加
８　令和３年４月1日から改正実施
・　就業規則　第６章　２２条（勤務時間）変更
９　令和5年6月1日から改正実施
・　就業規則　第６章　３４条
（新型コロナウイルス感染症対応 特別有給休暇）変更
１０　令和6年4月1日から改正実施
・　就業規則　第１３章　58条
（テレワーク勤務）追加
１１　令和6年7月1日から改正実施
・　就業規則　第６章　２２条（勤務時間）変更
１２　令和6年11月1日から改正実施
・　就業規則　第６章　３４条
（新型コロナウイルス感染症対応 特別有給休暇）削除
・　就業規則　第６章　３３条
（特別有給休暇）追加
１３　令和7年5月1日から改正実施
・　就業規則　第５章２１条（セクシャル・ハラスメントの防止）変更
・　就業規則　第６章２４条（育児休業）変更
・　就業規則　第６章３６条（産前産後休暇）変更
・　就業規則　第６章３７条（子の看護休暇制度）変更
１４　令和７年９月１日より　あおばケアサービス・あおばケアサービス訪問介
護を追加する。
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